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令和４年４月１１日 

 

令和４年度 学校経営計画 

大田区立大森第四中学校 

校長 村上 昭夫 

 

Ⅰ はじめに 

   「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。」（「論

語」より）、そして「これを楽しむ者はこれに感動する者に如かず。」 学校には感動がある。

大森第四中学校には感動がある。その感動体験が「広い視野をもって未来を主体的に生き抜

く」ための原動力となる。生徒には、物事をやりきった先にある感動を体験させたい。学校

は、生徒が自立した人間として生きるために必要な知識や技術、思考力、判断力、表現力や人

間関係づくりの基礎及び「生きる力」を身に付けさせ、知・徳・体の調和のとれた人間の育成

を図ることが求められる。そのために私たちは、保護者や地域社会の理解や協力を得ながら、

「社会に開かれた教育課程」により、意図的・計画的に組織的な教育活動を展開していく。 

各教科等においては、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させる。身に付けた知識

及び技能を活用したり、思考力・判断力・表現力等や学びに向かう力、人間性等を発揮させて

思考したりすることにより見方・考え方を鍛えていくことにより、「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向けた授業改善を目指していく。 その中で、本年度は昨年度までの研究を生か

していく。 

Ⅱ 本校の教育目標及び使命 

   

 

 

 

   

  

【使命】 

 

 

 

 

国際都市大田区で生活する生徒が本校卒業後のおよそ８０年の人生を、社会とのかかわり

の中で自立し連帯し健全に生き、豊かで幸福な人生を歩めるよう質の高い前期中等教育を実

践することを使命とする。 

また、「教職員を鍛え育てる学校」であることを追求する。一段上の職層の見方・考え方が

できることを目安としたい。生徒は教職員の背中を見ていることは間違いない。私たちは真摯

にそのことを受け止め職務に当たることが必要である。 

Ⅲ 学校経営の基本理念 

１ 全校体制で教育的配慮ある生徒優先の教育活動を展開する。 

２ 使命感あふれる教職員として、共に育つ教育活動を展開する。 

 ３ 温かさが感じられ、感動のある教育活動を展開する。 

４ 生徒も保護者も地域も教職員も明るく楽しくなる学校作りを進める。 

５ 人は、誰しも幸せになる権利がある。中学校は、｢幸せな大人｣になるために必要な｢未来

を切り拓く力｣の土台となるものを生徒一人一人に身に付けさせるところである。 

  

４月１１日 第２版 

１ 「自主的で、品の良い、健康的な、努力を惜しまない生徒」を育てる。 

２ 絶えず学び続ける指導力の高い教職員を育成する。 

 

２ 絶えず学び続ける指導力の高い教職員を育成する。 

教育目標 

人間尊重の精神を基調として、広い視野をもって未来を主体的に生き抜く資質を養うため、次

の目標を掲げ、全教職員で教育実践に取り組む。 

恵まれた環境を生かし、 

「「自主的で、品の良い、健康的な、努力を惜しまない生徒」」を育てる。 

 

 

 

学校には、感動がある！ 
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Ⅳ 目指す学校像 

１ 笑顔が絶えない、あたたかで感動のある学校。 

２ 秩序があり、安全・安心を大事にする学校。 

３ 地域と共に子どもたちを育んでいく学校。 

 

Ⅴ 育てる生徒像  

１ 自ら進んで学びに向かい、未来を切り拓く力を身に付けようとする生徒。 

２ 規範意識が高く、誠実で思いやりのある生徒。 

３ 健康・体力の保持・増進に努め、気持ちよく働く生徒。 

 

Ⅵ 本年度の重点から 

１ 教育課程を厳正に実施していく。以下の指導の重点を踏まえ、Ⅶの基本方針及び具体的内 

容を確実に実施していく。 

 ２ 未来を切り拓くための「学びに向かう力」の育成 

 ３ 「自己肯定感」と「自己有用感」の高揚 

 ４ 「メタ認知能力」と「論理的想像力」の育成 

 ５ いじめ問題・不登校問題等生徒問題の未然防止 

 

Ⅶ 基本方針及び具体的内容 

＊新型コロナウイルス感染防止対策について引き続き、「大田区立学校における新型コロナウイ

ルス感染症対策ガイドライン」に基づき、安全安心を第一に取り組んでいく。 

＊｢おおた教育ビジョン｣に基づき、６つの｢教育プラン｣の具現化を推進する。 

 ※下線部は指導の重点 

１ 未来社会を創造的に生きる子供の育成 

  ●コミュニケーション能力、情報活用能力、共に生きる力など、これからの社会の変化にし

なやかに対応する子供の力と自信を身に付けます。 

（１）先を見通しながら考え、判断し、行動を決定できるような論理的想像力を育み、礼節

を重んじる態度を形成するとともに規範意識の定着を図る。 

（２）ＵＤＬ(Universal Design for Learning)の考え方をベースに、脳科学に基づく理論

やＩＣＴを活用した指導を展開しながら個別最適化した学びを目指し、学びに向かう力

の育成を図る。 

（３）読書学習司書を活用した読書活動計画及び学習支援計画に基づき、朝読書や各教科で

の指導を展開し、全ての教科の基盤となる読解力を養う。 

（４）昨年度までの｢脳科学を活用したＭＩ(マルティプルインテリジェンス)理論に基づい

た生徒一人一人の特性に応じた授業展開｣についての研究成果を基に、学びに向かう力の

育成に努める。 

（５）ＩＣＴ機器を活用しながら、生徒にとって魅力がある学習への転換を図るとともに個

別最適化を目指す。また、その中で情報活用能力の向上及び情報モラル教育の充実を図る。 

（６）人権尊重の態度を養い、規範意識を高め、相互に認め合いながら行動できる態度や能

力を育成することに重点を置きながら、｢考え議論する授業｣を推進する。  

（７）ユネスコスクールとしての取組をベースに、ＥＳＤの視点を取り入れながら持続可能

な開発目標(ＳＤＧｓ)とリンクした学習を推進する。 

（８）行事の取組や部活動を通じ、集団の中での活動を通じて協力・自主・責任の大切さを

理解させるとともに、達成感や感動を体感させ、豊かな心を育む。 

（９）行事・生徒会活動・学級活動等の指導内容の関連を強化し、生徒のリーダーシップと 

フォロアーシップを育て、望ましい学級・学年集団を作っていく。 
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（10）啓発的な体験学習を通し､自らの生き方を問い直させ､自己実現に向かって努力し続

ける態度や能力を育成する。 

 

２ 学力の向上 

  ●生徒一人一人の学ぶ意欲を高め、確かな学力を定着させます。 

（１）教科指導における指導と評価の一体化を図るとともに、習熟の程度を考慮したきめ細

かな指導や各種補習教室の実施等を通し、基礎的・基本的な学力の定着と向上を図る。 

（２）各教科での学習指導をはじめ、全教育活動において、発表力や表現力等の発信力を高

めるための言語活動を充実させる。 

（３）夏季特別指導や学習指導講師を活用し、放課後補習(年間 40回)及び土曜補習(年間６

回)の実施するとともに、主体的な家庭学習の推進を通じて、学力の向上を図っている。 

（４）学習指導要領改訂の方向性である｢新しい時代に必要となる資質･能力の育成と学習

評価 の充実｣という考え方に基づき、指導と評価の一体化を図っていく。 

（５）ＵＤＬの考え方に基づきながら学習環境を整え、ＭＩ理論を活用しながら個に焦点を

当てた指導を推進する。そして、生徒一人一人の学習意欲を育みつつ、それぞれの学びス

タイルを確立させ、基礎・基本の定着を図る。 

（６）授業の要所要所で主体的・対話的な学習を展開し、学びを深めさせる。 

（７）国語科においては、全ての教科のベースとなる読解力の向上を目指した取組を強化し

ていく。 

（８）社会科及び英語科においては、グローバルな視点を重視し、大田区立中学生生徒海外

派遣 の土台となる取組とも関連させながら、国際理解教育の充実を図る。 

（９）数学科においては、習熟度別少人数指導の充実を図り、基礎学力の定着と論理的思考

力の向上を目指す。 

（10）理科においては、理科指導専門員を活用しながら実験・観察の充実を図り、実感を伴

った理解を深化させていく。 

（11）英語科においては、習熟の程度を考慮した少人数指導の充実、外国語教育指導員の活

用、英語カフェの活性化等を通して会話力の向上を図る。また、公費負担による大田区立

中学校実用英語技能検定３級合格を目標に学習意欲の高揚を図る。 

（12）文化祭を舞台部門と展示部門に分けて実施し、それぞれ音楽科と美術科の授業での取

組とリンクさせるとともに、当日の鑑賞を通して芸術性を高めさせる。 

（13）技術・家庭科においては教材を工夫し、ものづくりの楽しさを体感させる。 

（14）総合的な学習の時間では、可能な限り体験的な活動を取り入れ、その中で自ら課題を

見付け、自ら学び考え、自ら解決する資質を育てる。 

(15)総合的な学習の時間における｢国際理解｣・｢福祉｣などのテーマについては、留学生や

福祉関係者等を招くなど、外部人材を積極的に活用する。 

（16）｢学習カルテ｣を作成し、個人面談等で学習カウンセリングを実施する。また、数学ス

テップ学習(電子版)、東京ベーシック・ドリル、学びポケットの学習コンテンツ等をを活

用しながら家庭学習の充実を図る。 

（17）区の各種連合行事に向けた取組を充実させ、学習への意識を高揚させる。 

 

３ 豊かな心の育成 

  ●子供一人一人の正義感や自己肯定感、自己有用感などを高めるとともに、自他の生命を尊

重する心を育成するなど、未来への希望に満ちた豊かな心を育みます。 

（１）人権教育と道徳教育を核として、自他の生命を尊び、互いを認め、他人を思いやる心 

情・態度を育てる等、心の教育の深化を図る。 

（２）直接的な体験活動や啓発的な体験活動を重視しながら、生徒一人一人の居場所づくり 
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を進めるとともに生徒の活躍の場と機会を広げ、自己肯定感の高揚と豊かな人間性の育

成を図る。 

（３）明るく丁寧な挨拶の励行をはじめ、基本的な生活習慣を身に付けさせるとともに、人

を思いやる心を育てるため、きめ細かな生活指導を行いながら規範意識の高揚を図る。 

（４）人の生き様に触れる題材を基に生き方を問い直し、豊かな人間性を育む。 

（５）人権教育に関しては、｢生命尊重週間｣を設け、命を大切にする気持ちを育てる指導に

重点を置いて進めるとともに、アニメ｢めぐみ｣をはじめ各種視聴覚教材を活用しながら、

拉致問題やＬＧＢＴＱ等広く人権課題に目を向けさせていく。 

（６）学校行事を中心に、生徒が自主性や創造性を伸ばしながら、好ましい人間関係を築い 

ていくことができるよう、喜びと感動のある教育活動を展開している。 

（７）生徒一人一人の居場所づくりを進めるとともに､生徒の活躍の場と機会の拡大を図り､  

自己肯定感と自己有用感の高揚を図る。 

（８）規範意識向上プログラムに則り、「生活のきまり」を進んで遵守しようとする態度を

育てながら、自己指導力を身に付けさせる。 

（９）自己を見つめ自分の将来像をもたせるために、自らの生涯にわたる生き方を考えさせ、

目的意識をもって進路決定できるよう、キャリアパスポートを活用しながらキャリア教育を

推進する。特に、第２学年においては、体験学習として大田区立中学校生徒職場体験を行い、

その事前学習・事後学習を通して望ましい職業観・勤労観を育てる。 

（10）様々な場面での評価活動を的確に行いながら自己肯定感を高める指導を工夫し、自信

を付けさせていく。その上で、生徒一人一人に自分の良さに気付き伸ばそうとす  る態度を

養わさせ、自尊感情の高揚につなげていく。 

 

４ 体力向上と健康の増進 

  ●スポーツに親しむ心の育成や、運動習慣の定着による体力の向上など、生涯にわたって健 

康増進を図る意識の向上を目指します。 

（１）基本的な生活習慣を大切にし、健康や安全に配慮し、生涯にわたり健康で安全な生活 

を送ろうとする意欲をもつ生徒を育てるために、健康教育と食育を充実させる。 

（２）｢東京都児童･生徒体力･運動能力、生活･運動習慣等調査｣の結果に基づきながら体力

向上プログラムを活用し、｢一校一取組｣運動として保健体育科の時間に５分間走を実施し、

体力の向上を図る。 

（３）生徒一人一人が主体的に健康の保持・増進に向けて取り組んでいくことができるよう、

校医等の外部講師を活用したがん教育の充実を含め、健康教育の推進を図る。 

 

５ 魅力ある教育環境づくり 

  ●生徒が安全・安心に学校生活を送るために、教員の指導力向上と良質な教育環境を作りま 

す。 

（１）生徒一人一人の状況に応じ、特別支援教室、日本語特別指導、登校支援員等を的確に 

活用するほか、適応指導教室｢つばさ教室｣や不登校特例校分教室｢みらい教室｣、日本語学

級との連携も強化していく。 

（２）家庭と連携しながら、生徒一人一人に配付されたタブレットパソコンを計画的に活用

し、家庭学 習の充実を図る。 

（３）校内研修やＯＪＴのほか、おおたの教育研究発表会や専門性向上ウィークをはじめと 

する Off-JTの場における教員研修を通して、指導方法・指導形態を工夫するなど授業改

善を推進する。 

（４）職場体験やものづくり体験等の体験学習を通して、プロの職業意識や熟達した技能に

触れさせながらものづくりの重要性についての理解を深めさせ、望ましい勤労観・職業観
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を醸成している。 

（５）小中一貫教育推進委員会を中心に年間を通して各教科・行事等で小中教員の連携の機

会をもち、中１ギャップの解消を目指し、小学校から中学校へのスムーズな移行を図る。 

（６）大田区学習効果測定の結果分析を基に、校内での研究やＯＪＴ、指導教諭による模範 

授業や研究授業の参観をはじめとした外部での研修により、指導方法についての研鑽を積

みながら｢授業改善推進プラン｣を作成し、実践に移していく。 

（７）｢子どもの心サポート月間｣の取組や学校独自のいじめ調査、学校生活調査、学級集団 

調査(WEBQU)等の諸調査により、生徒一人一人の理解を深めるとともに､スクールカウンセ

ラーによる個別の全員面接も活用しながら、いじめや不登校､問題行動の早期発見､早期指

導に努め、きめ細やかな生活指導を行っていく。新たな不登校ゼロを目指す。 

（８）先を見通しながら計画的に生活指導を行い、問題行動の未然防止に努め、必要に応じ

て問題行動対応サポート専門員や生活指導支援員との連携を図っていく。 

（９）大田区いじめ防止基本方針に基づき、各種調査結果を基にしながら日常の行動観察を

きめ細かく行い、自殺の未然防止及びいじめの早期発見・早期解決・未然防止に努める。

また、｢ＳＯＳの出し方に関する教育｣を全校生徒を対象に推進するとともに、３年間の中

で１単位時間位置付けるなど、未然防止に向けた授業も行っていく。 

「いじめは、許さない。」 

（10）不登校生徒に対しては、大田区立学校における不登校問題解決要綱に基づき、不登校 

対策年間計画を活用し、｢居場所づくり｣と｢きずなづくり｣を意識した不登校対策(登校支

援員、養護教諭補助、登校支援アドバイザーの活用、学校の組織体制での取組、関係機関

との連携等)を丁寧に行っていく。 

（11）毎月実施する安全指導・避難訓練の他に｢セーフティ教室｣、｢薬物乱用防止教室｣を年

１回実施し、生徒の安全に対する意識を高めさせる。また、防災週間や｢学校防災活動拠点｣

の避難所運営訓練等を通し、防災教育の推進を図る。 

 

６ 学校・家庭・地域が一体となってともに進める教育 

  ●学校・家庭・地域が担う役割などを明確にし、地域に開かれた教育の実現を目指します。

また、相互の連携を深め、子どもを育てる仕組みを作ります。 

（１）地域とともに子どもを育てるという方針の下、家庭・地域社会・連携小学校と手を携 

えながら地域力を活用し、社会に貢献しようとする生徒を育んでいく。 

（２）地域及びＰＴＡ・親父の会の協力を得ながら、生徒がボランティア活動(地域行事・地

域清掃・校内美化活動等)に積極的に参加できる環境を整え、奉仕の精神を培っている。 

（３）地域教育連絡協議会と連携しながら、学校防災活動拠点として｢３町会合同避難所運

営訓練｣に生徒を参加させるなど、地域の方々と共に防災意識を高め、災害に備える活動

を推進している。 

（４）授業公開時と年度末に保護者アンケートを実施し、授業改善及び自己評価の資料とし

て活用しながら指導力の向上を図る。 

（５）家庭との協力関係を大切にしながら、｢早寝･早起き･朝ごはん月間｣の取組をはじめと

して、行事食や食材の解説、各国の料理の紹介などを通じて食育を推進し､ひいては家庭で

の生活習慣確立に向けての啓発にも努める。 

 

Ⅷ  服務の基本、服務等事故の防止及び人材育成 

 １ 基本方針及び事故の防止 

（１）教育公務員としての使命を自覚し、服務規律を厳守して学校教育における信頼の確保 

に努める。諸問題の未然防止に努める。 

  （２）「週ごとの指導計画」（週案）を作成し提出する。 
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（３）学校教育推進上の課題については、個人で抱え込むことなく、学年・学校組織をもっ

て解決に臨む。 

  （４）個人情報を始め諸情報の管理を徹底する。 

（５）自己の健康について十分な管理をする。各教職員はライフワークバランスについて考

えを深め、自己実現に向けて取り組んでいく。 

（６）「大田区立学校に勤務する教育職員の業務量の適切な管理に関する事務取扱要領」に

より、適切な管理を行うとともに働き方の改善に向けて取り組みを進めていく。 

（７）生徒の安全・安心を第一に考え、また、よりよい環境を構築するよう各職が連携して

職務を遂行する。 

（８）説明責任、スピード感、校内予算の有効な活用、物品の購入に係る適正な申請と執行、

節エネルギーに努める。 

（９）教員、事務、用務員、給食他職員相互の理解に努め、明るい職場の中で、共通理解、

協働による実践を進める。 

（10）予算を伴う事業、保護者から私費を徴収し行う事業共に費用対効果及び金銭の取り扱

いについては諸規則に基づいた扱いを厳重に行う。公費の扱いについては事務主事の指導

に従い適切に取り扱う。 

（11）報告（５ｗ２ｈ）・連絡・相談・確認・記録（ほう・れん・そう・か・き）を意識し、

適切かつ効果的、効率的な情報の連携を行う。 

（12）情報の確実な伝達と迅速な対応 課題を発見したらそのままにしない姿勢で取り組

む。 

（13）教職員の連携のもと、通常学級、特別支援学級、サポートルームが一体となって教育   

活動を推進する意識を持って職務に当たる。 

（14）学級内で起こっていることを知る。授業で起こっていることを知る。学年内で起こっ

ていることを知る。学校内で起こっていることを知る。地域で起こっていることを知る。

知り得た情報を生かす。 

２ 人材育成 

（１）校内研修、ＯＪＴを通して教職員を育てる。 

（２）教員相互の授業観察を行い、指導や助言、意見交換を進めることにより、授業改善を 

図る。 

（３）本校教職員を講師とした、「必要な教員に必要な内容で必要な時に行える」対象別内

容別ミニ研修を適宜行う。 

（４）教職員が社会の変化に対応し、ＩＣＴ機器を活用した情報教育を推進し、教職員の指 

導力向上に努める。 

  （５）校内ＯＪＴによる授業改善と、授業改善推進プランを活用した教員の授業力向上及び 

生徒の情報活用能力に努める。また、おおたの教育研究発表会及び指導教諭の模範授業・

専門性向上ウィークを活用した教員の指導力向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


